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み
ん
な
で
考
え
る
市
の
仕
事
事
業

取
り
組
み
方
針
を
公
表

　
10
月
14
日
㈯
に
開
催
し
た
「
み
ん
な
で

考
え
る
市
の
仕
事
事
業
」
で
の
市
民
委
員

か
ら
の
意
見
に
対
す
る
市
の
方
針
を
12
月

11
日
㈪
か
ら
市
HP（

み
ん
な
で
考
え
る
）

で
公
表
し
ま
す
。

問 

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

【
共
通
事
項
】

対 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
市
内

に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る

個
人
・
法
人
・
団
体
・
利
害
関
係
者
な
ど

◆ 

平
成
30
年
度
市
内
循
環
バ
ス
「
と
こ
ろ

バ
ス
」
路
線
等
の
見
直
し
（
案
）

募
集
期
間

　
12
月
１
日
㈮
〜
15
日
㈮

案 

の
公
表

　
12
月
１
日
㈮
か
ら
市
役
所
６

階
交
通
安
全
課
、
同
１
階
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
市

HP
（

パ
ブ
コ
メ
）
で
閲
覧
・
配
布

申 

問
案
へ
の
意
見
を
交
通
安
全
課
☎
２
９

９
８
‐
９
１
４
０
に
提
出

◆
所
沢
市
地
域
防
災
計
画
（
改
定
案
）

募
集
期
間

　
12
月
13
日
㈬
〜
27
日
㈬

案 

の
公
表
　
12
月
13
日
㈬
か
ら
市
役
所
４

階
危
機
管
理
課
、
同
１
階
市
政
情
報
セ

ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
市

HP
（

パ
ブ
コ
メ
）
で
閲
覧
・
概
要
版

を
配
布

申 

問
案
へ
の
意
見
を
危
機
管
理
課
☎
２
９

９
８
‐
９
３
９
９
に
提
出

骨
髄
移
植
ド
ナ
ー
助
成
金
を
交
付

対 

次
の
全
て
を
満
た
す
方

　
▼
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
が
実
施
す
る
事
業

で
骨
髄
・
末
梢
血
幹
細
胞
を
提
供
し
た
▼

他
の
助
成
金
な
ど
（
ド
ナ
ー
休
暇
含
む
）

を
受
け
て
い
な
い
▼
提
供
時
に
市
内
在
住

助 
成
額
　
提
供
に
要
し
た
日
数
に
対
し
、

１
日
２
万
円
（
１
回
の
提
供
に
つ
き
７

日
を
上
限
）

申 

問
提
供
完
了
日
か
ら
90
日
以
内
に
市
役

所
１
階
保
健
医
療
課
☎
２
９
９
８
‐
９

３
８
５
、
市
HP
（

骨
髄
移
植
）
で
配

布
す
る
申
込
書
を
同
課
に
提
出

タ
ー
、
所
沢
図
書
館
本
館
・
分
館

◎
県
HP
（

平
成
29
年
度
地
価
調
査
）
で

６
２
０
５
▼
所
沢
労
働
基
準
監
督
署
☎

２
９
９
５
‐
２
５
８
２

12
月
の
宅
地
内
水
漏
れ
修
繕
当
番
店

　
24
時
間
対
応
し
て
い
ま
す
。
当
番
店
に

直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
い
で
く
だ
さ
い
！

問 

所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６
‐
０
１
１
０

象
牙
在
庫
把
握
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

未
登
録
の
象
牙
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
未
登
録
の
ま
ま
象
牙
の
譲
渡
な
ど
を
行

う
こ
と
は
違
法
で
す
。
未
登
録
の
象
牙
を

お
持
ち
の
方
は
、
環
境
省
同
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
事
務
局
☎
０
３
‐
６
６
５
９
‐
４
６
６

０
（
土
・
日
曜
、
祝
休
日
除
く
午
前
10
時

〜
午
後
５
時
）
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

登
録
対
象

　
全
型
の
象
牙

◎
印
鑑
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な
ど
の
象
牙
製

品
は
対
象
外
で
す
。

問 

生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０

12
月
15
日
〜
31
日
は
歳
末
特
別
警
戒

　
年
末
の
忙
し
さ

や
暖
房
器
具
な
ど

の
使
用
に
よ
り
、

火
災
が
発
生
し
や

す
い
時
季
で
す
。

火
の
使
用
後
、
お

出
掛
け
・
お
休
み

前
に
は
、
も
う
一

度
火
の
元
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
放
火
を
防
ぐ
た
め

に
放
火
さ
れ
な
い
環
境
を
地
域
ぐ
る
み
で

作
り
ま
し
ょ
う
。

　
期
間
中
は
、
消
防
車
両
に
よ
る
火
災
予

防
広
報
を
行
い
ま
す
。

問 

▼
所
沢
中
央
消
防
署
☎
２
９
２
９
‐
９

１
３
３
▼
所
沢
東
消
防
署
☎
２
９
９
８

‐
１
１
９
２

消
防
団
歳
末
特
別
警
戒

　
火
災
が
多
発
す
る
時
季
で
す
。
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
期
間
中
、
各
分
団
の
消
防
車

両
が
巡
回
広
報
を
行
い
ま
す
。

日 

12
月
28
日
㈭
〜
30
日
㈯
い
ず
れ
も
午
後

７
時
〜

問 

危
機
管
理
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

◆給与所得控除の上限引き下げ
　給与所得控除は、事業所得でいう必要経費
に当たるもので、給与収入から一定額を差し
引くことができます。この給与所得控除の上
限額が下表のとおり引き下げられます。

個人住民税の主な改正
平成30年度から適用されます

29 年度課税分（現行）30年度課税分以後
給与収入額 1,200 万円超 1,000 万円超

給与所得控
除の上限額 230 万円 220万円

問市民税課☎ 2998-9064

施設名 指定管理者 問い合わせ

まつば児童館
ほか 3施設 葉

は

隠
がくれ

勇
ゆ う し ん

進㈱

青少年課
☎2998-9103

やなぎ児童館
ほか 2施設 法

ほ っ す い か い

水会

ひかり児童館
ほか 3施設 ㈱コマーム

三ケ島児童クラブ
ほか 15施設 所沢市学童クラブの会

北野児童クラブ
ほか 1施設 ㈱がくどう舎

北秋津児童クラブ 北秋津児童クラブの会
所沢児童クラブ
ほか 1施設 わか竹会

美原児童クラブ
ほか 1施設 マルハ学園

寿町駐車場 所沢商店街連合会 商業観光課
☎2998-9155元町地下駐車場 日本駐車場工学研究会

指定管理者を決定
問企画総務課☎ 2998-9046

◎詳細は市HP（ 指定管理）をご覧ください。

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問 

開
発
指
導
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
９

営
農
意
向
及
び
実
態
調
査
に
ご
協
力
を

　
営
農
面
積
が

10
ア
ー
ル
（
１

反
）
以
上
の
市

内
農
地
所
有
者
、

耕
作
の
業
務
を

営
む
方
に
調
査

票
を
郵
送
し
ま

す
。

◎
調
査
員
が
直
接
訪
問
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
調
査
を
装
っ
た
不
審
な
訪
問
・

電
話
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
６
４

埼
玉
県
最
低
賃
金
は
時
給
８
７
１
円

　
10
月
１
日
か
ら
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
県

内
全
て
の
労
働
者
が
対
象
で
す
。
産
業
に

よ
り
特
定
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

▼
埼
玉
労
働
局
☎
０
４
８
‐
６
０
０
‐

日 当番店 電話番号
２日㈯ ㈲平塚設備工業 2923-5778
３日㈰ ㈲石和設備工業 2993-8108
９日㈯ 城島設備工業㈱ 2948-8737
10日㈰ ㈱金子設備工業 2944-0515
16日㈯ ㈱小松屋管器 2922-3836
17日㈰ ㈲マコト設備工業 2922-5578
23日㈷ ㈱糟谷設備工業所 昼2923-8888／夜2923-8349
24日㈰ ㈲本田技管 2948-1300
29日㈮ トヨダ設備㈱ 2948-1043
30日㈯ ㈱楽々 2923-4900
31日㈰ ㈲東邦設備工業所 2944-3880

◆セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
　市販の薬のうち、医師が処方する医療用医薬品から転用
された「特定一般用医薬品等」の購入費について、医療費
控除が受けられます。
控 除額　【特定一般用医薬品等購入費】ー１万２千円
　（最高８万８千円／保険金などで補

ほ

填
て ん

される部分除く）
◎ 30年度から 34年度の課税分に適用されます。従来の
医療費控除との選択制です。
適用を受けるための条件
　申告者が次のいずれかの取り組みを行っていること（取
り組みを行ったことが分かる書類が必要）

▼特定健診（いわゆるメタボ健診） ▼予防接種 ▼定期健診
（事業主健診） ▼人間ドックなどの健診 ▼がん検診

◆医療費控除の添付書類の見直し
　30年度分の申告から、医療費の領収書の代わりに「医療
費控除の明細書」の添付が必要です（32年度分の申告まで
は領収書の提示または提出も可能）。
◎領収書は５年間保存してください。

問 

上
下
水
道
局
（
夜
間
・
休
日
は
警
備

員
対
応
）
☎
２
９
２
１
‐
１
１
０
０
FAX

２
９
２
１
‐
１
０
９
１

「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
所
沢
（
航
空

公
園
駅
ビ
ル
２
階
）」
の
利
用
時
間
を

１
月
か
ら
変
更

利 

用
時
間

　
▼
月
〜
金
曜
…
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
▼
第
１
・
３
土
曜
…
午
前
10

時
〜
午
後
５
時
（
年
末
年
始
除
く
）

◎
12
月
28
日
㈭

ま
で
は
、
火
・

木
曜
午
後
５
時

〜
７
時
も
利
用

で
き
ま
す
。

問 

ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
プ
ラ
ザ
所

沢
　
☎
２
９
９
３
‐
５
３
３
４

こ
ん
な
ハ
ガ
キ
届
い
て
い
ま
せ
ん
か
？

「
訴
訟
最
終
告
知
の
お
知
ら
せ
」

　
こ
れ
は
詐
欺
で
す
。
絶
対
に
連
絡
を
し

平
成
29
年
度
地
価
調
査
価
格
図
書
の

閲
覧

お
正
月
の
定
番
。

ト
コ
ろ
ん
が
一
役
買
い
ま
す

○
ん
が
じ
ょ
う
大
作
戦 

ヒ
ン
ト
・
５
面
応
募
方
法
は
15
面

場 

市
役
所
２
階
開
発
指
導
課
、
同
１
階
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン


